
【訪問看護サービスダイアログの変更点】

【療養費明細書の変更点】

令和5年9月まで 令和5年10月以降

算定率が変わります。

コロナ特例での算定がある場合、

日当たり単価ｘ日数=金額で表現すると

小数点以下が発生するため、

日当たり単価と日数は非表示になります。

コロナ特例での算定がない場合は従来どおり、

長時間訪問看護加算の日当たり単価と日数を

表示します。


